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◇ 

Ⅱ 学校規則 

 
１ 出欠席等について 

(1) 常に時間を厳守し、正当な理由なく欠席、遅刻、早退をしない。 

    (2) 欠席又は遅刻をする時は、事前に本人もしくは保護者等から連絡を入れる。 

（3）  遅刻をした生徒は、職員室で遅刻入室許可証を記入する。 

    (4) 早退をする場合は、担任又は副担任に申し出て、職員室の早退届けの記入をすること。 

(5) 保健室を利用する生徒は、職員室で保健室利用許可証を記入すること。 

    

 

２ 校内生活について 
（1） 不必要なものや貴重品は校内に持ち込まない。また、所持品は、自己管理を徹底する。 

（2） 拾得物や紛失物については、速やかに届け出る。 

(3) 学校の施設・設備を大切に扱い、破損しないように注意し、万一破損した場合は直ちに担任に

届け出る。 また、施設・設備を使用する場合は事前に関係の先生に届け出る。印刷物の掲示・

配布についても同様とする。 

（4） 用件のない生徒は午後９時 30分までに下校する。 

（5） 校内で部外者を発見した場合は、速やかに職員に連絡する。 

（6） 保護者および保証人の住所等に異動があった場合は、速やかに担任へ申し出る。 

 

３ 身だしなみ等の規定について 

(1)  服装・頭髪 

ア 入学式、卒業式は正装をする。 

イ 日常の授業日においては私服を認めているが、安全面に配慮した服装を心がけること。 

（ア） 肌の露出が少ない（肩や腹部等が見えない）衣服。 

（イ） 夜間でも目立つ（白色を基調とした）衣服。 

    ウ 服装・頭髪は清潔にする。 

    エ 進学、就職等に支障がでないようにする。 

(2) オーバー、レインコートは交通安全上、色は明るい白系統が望ましい。   

 

４ 車両通学について 

   (1) 通学 

ア 整備不良の自転車は使用しない。 

イ 自転車を利用する生徒はヘルメットの着用を努力義務とする。 

ウ 特例特定小型原動機付自転車及び特定小型原動機付自転車の通学は許可しない。 

   (2) 原動機付自転車(50cc以下)、新基準原動機付自転車(50cc超 125cc以下、最高出力 4Kw以下)

通学 

     ア 原則第二学年から通学を許可する。 

      イ 「誓約書」「原付通学許可願」を提出し、許可を得る。 

      ウ 任意保険の加入が通学許可の絶対条件となる。 

      エ ヘルメットは、正規のものを用いる。 

      オ 整備不良（マフラー改造、ナンバープレート上げ等）の原付自転車は許可しない。 

  (3)  自動二輪車通学 

    ア 原則第二学年から通学を許可する。 

    イ 「誓約書」「自動二輪通学許可願」を提出し、許可を得る。 

    ウ 任意保険の加入、校外月極駐車場等の借用契約が通学許可の絶対条件となる。 

    エ 整備不良、改造車については許可しない。 

(4) 四輪通学については、学校に申し出て、審議の上、許可の可否を決める。 

(5)  自動車学校への入校を希望する者はその旨を担任に申し出て、学校生活に支障をきたさないよ
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うにする。また、免許取得後は直ちに担任に申し出ること。 

(6)  送迎について、送りは原則校外とし、迎えは原則校内とする、ただし、やむを得ず常時 

校内での送迎が必要な場合は、生徒指導部に申し出る。 

(7)  交通事故および違反等について 

     ア 交通事故にあった者は、速やかに担任に申し出て、「交通事故に関する報告書」を提出する。 

イ 交通違反（警察補導）を犯した者は、速やかに申し出ること。 

      

 

５ 生徒証・学割・その他について 
   (1)  生徒証は常時携帯し、他人に貸与・譲渡してはならない。（有効期限１年ごと） 

(2)  学割を必要とする者は「旅行届け」「学生割引証交付願い」を提出する。 

(3)  盗難などの事件にあった者は、速やかに「事件発生報告書」を提出する。 

 

６ 校外生活について 

(1) 責任ある行動に留意し、問題行動（飲酒・喫煙・万引き・不純交遊・薬物乱用等）がな 

いようにする。また、１８歳未満の生徒は青少年立入禁止場所には立ち入らない。 

(2) スマートフォン等情報端末の適正利用に心がけ、個人情報の流出やネット犯罪の加害者 

や被害者にならないように留意する。 

(3) １８歳未満の者にあっては外出時には保護者に行き先を告げ無断外泊をしない。また、   午

後 11 時以降の１８歳未満の者の外出は、愛知県青少年保護育成条例で禁止され、補導の対象と

なる。 

(4)  旅行・帰国等を計画、実施する場合は、学校から連絡が取れるように事前に申し出る。 
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７ 「暴風警報」が名古屋気象台から「愛知県西三河北西部」あるいは 

「各自の住居所在区域」に発表された場合 

(1) 午後３時までに警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。 

   (2) 午後３時以降に警報が継続されている場合は、当日の授業は行わない。 

   (3) 登校の途中で警報が発表中であることを知った時は、安全には十分配慮して、直ちに帰宅する

こと。ただし、暴風警報が発表中であることを知らずにすでに登校してしまった場合は、学校の

指示に従う。 

 (4) 上記の(1)の場合や、道路の冠水、河川の増水、交通機関の途絶等により登校が困難な場合、

登校しなくてよい。 

（5） 特別警報、レベル４危険警報または市町村から警戒レベル４以上が発令された場合終日休校

とする。（その日解除されても登校させない） 

種類 自宅にいる場合の対応 学校にいる場合の対応 

気
象
台
が
発
表
す
る
防
災
気
象
情
報 

特別警報 
暴風・大雪・ 

暴風雪・波浪 

自宅待機（終日休校） 

（直ちに命を守る最善行動） 
校内待機 

警報 
暴風 

自宅待機 

・午後３時までに解除 

→平常授業 

・午後３時以降継続 

→休業 

下校または校内待機 

大雪・暴風雪・波浪 平常登校 平常授業 

注意報 大雪・強風・その他 平常登校 平常授業 

レベル５特

別警報 

大雨・氾濫・ 

土砂災害・高潮 

自宅待機（終日休校） 

（直ちに命を守る最善行動） 

校内待機 

校内の高い場所または崖か

ら離れた場所に移動 

レベル４危

険警報 

自宅待機（終日休校） 

（早めの避難を考慮する） 

校内待機 

校外の避難所への移動 

保護者へ引き渡し等 

レベル 3 警

報 
平常登校 平常授業 

レベル 2 注

意報 
平常登校 平常授業 

市
町
村
が
発
表
す
る
避
難
情
報 

学校が 

所在する 

市町村 

警戒レベル４以上 自宅待機（終日休校） 

校内待機 

校外の避難場所への移動 

保護者へ引き渡し等 

警戒レベル３以下 平常登校 平常授業 

児童生徒が 

居住する 

市町村 

警戒レベル４以上 避難 

校内待機 

校外の避難場所への移動 

保護者へ引き渡し等 

警戒レベル３以下 平常登校 平常授業 

※平常登校および平常授業の場合においても、災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等を踏まえて、

休業や授業の中止を決定する。 
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※生徒の居住する地域の災害の状況及び気象・交通機関・通学路の状況等により、安全に登校できないと

校長が認める場合は、該当生徒を自宅待機とする。 

 

 

８ 大規模地震が発生した場合 

(1) すみやかに身の安全を確保する。揺れがおさまったことを確認した後、下記の対応を行う。 

ア  登下校中の場合 

周囲の状況を確認し、避難場所等の安全な場所へ避難する。 

      イ  在校時の場合 

       生徒は定められた手順で避難する。通学路の安全を確認した上で下校を開始する。 

すぐに下校できない生徒は、学校で待機する。 

ウ 在宅時の場合 

避難対象地区内に居住する生徒は、周囲の状況を確認し、避難場所等の安全な場所 

へ避難する。 

    

(2)  被害状況等を学校に報告する。（災害用伝言ダイヤル「１７１」を使用する） 

    また、本校職員が下記のいずれかの方法で安否確認等を行う。 

   ア 自宅に電話 

   イ 災害用伝言ダイヤルの確認 

   ウ 最寄りの避難所に出向き調査 

 

 

 

○ 災害用伝言ダイヤルの利用方法 
① 安否・被害状況についての学校への連絡する場合（録音） 

「１７１」→「１」→自宅の電話番号→「録音」 

例．「１年Ａ組○○○○です。自分も家族も無事ですが、現在△△小学校に避難 

しています。」 

② 学校の再開について確認する場合（再生） 

「１７１」→「２」→「０５６５－３１－０３１３」→「再生」 

 

 

 

９ 校則見直しの手続きについて 

  １ 生徒会は、校則の変更（追加、改正又は廃止）について、生徒議会の審議を経て、承認を得た後、

校長に対し、校則の変更を求めることができる。 

  ２ 生徒指導主事は前項の規定に基づく求めがあったとき、又は、校則の変更が必要と判断したとき、

ＰＴＡ役員等からの意見も聴取し、生徒指導部会を経て、職員会議でその内容を諮り、議論する。 

  ３ 校長は、生徒議会での審議やＰＴＡ役員等からの意見、職員会議での議論、本校のスクールポリ

シーを踏まえ、校則の変更について決定する。 

  ４ 校則の変更については、生徒・保護者に周知する。 


